
議案第 136号

令和４年度和歌山県一般会計補正予算

令和 4 年度和歌山県の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 38,729,415千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 66 0 , 3 9 4 , 0 6 7千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算の補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 3条第 1 項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為の補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債の補正」による。

令 和 4 年 1 1 月 2 9 日 提 出

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
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　 第１表　歳入歳出予算の補正　 (歳　　入)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

5 地 方 交 付 税 179,924,912 1,569,065 181,493,977

7 分 担 金 及 び 負 担 金 1,354,967 249,927 1,604,894

1 地 方 交 付 税 179,924,912 1,569,065 181,493,977

2 負 担 金 1,335,234 237,177 1,572,411

1 分 担 金 19,733 12,750 32,483

1 国 庫 負 担 金 36,252,570 5,576,110 41,828,680

9 国 庫 支 出 金 116,491,249 17,708,478 134,199,727

3 委 託 金 1,481,749 11,750 1,493,499

2 国 庫 補 助 金 78,756,930 12,120,618 90,877,548

6 雑 入 2,894,947 48,645 2,943,592

14 諸 収 入 83,861,382 48,645 83,910,027

1 県 債 68,949,700 19,153,300 88,103,000

15 県 債 68,949,700 19,153,300 88,103,000

歳 入 合 計 621,664,652 38,729,415 660,394,067
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　 　　　　　　　　　　　　　　 (歳　　出)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

1 議 会 費 1,248,101 △10,266 1,237,835

1 議 会 費 1,248,101 △10,266 1,237,835

2 総 務 費 33,896,371 896,665 34,793,036

1 総 務 管 理 費 13,905,779 20,402 13,926,181

2 企 画 費 6,526,632 675,948 7,202,580

3 徴 税 費 4,079,270 178,429 4,257,699

4 市 町 村 振 興 費 841,855 1,184 843,039

5 選 挙 費 1,585,128 11,985 1,597,113

6 防 災 費 5,685,734 3,959 5,689,693

7 統 計 調 査 費 293,426 1,381 294,807

8 人 事 委 員 会 費 144,432 754 145,186

9 監 査 委 員 費 175,277 872 176,149

10 青 少 年 女 性 政 策 費 503,707 1,751 505,458

3 民 生 費 83,705,648 683,676 84,389,324

1 社 会 福 祉 費 64,432,762 14,362 64,447,124

2 児 童 福 祉 費 15,443,189 667,185 16,110,374

3 生 活 保 護 費 3,809,761 2,129 3,811,890

4 衛 生 費 39,241,932 22,965 39,264,897

1 公 衆 衛 生 費 29,105,726 2,447 29,108,173

2 環 境 衛 生 費 1,349,766 1,744 1,351,510

3 保 健 所 費 1,477,646 11,114 1,488,760

4 医 薬 費 6,275,780 3,828 6,279,608

5 環 境 対 策 費 1,033,014 3,832 1,036,846

5 労 働 費 1,244,214 3,001 1,247,215

1 労 政 費 430,585 685 431,270

2 職 業 訓 練 費 722,496 1,933 724,429

3 労 働 委 員 会 費 91,133 383 91,516

6 農 林 水 産 業 費 24,414,828 4,208,563 28,623,391

1 農 業 費 6,177,088 12,678 6,189,766

2 畜 産 業 費 559,802 1,908 561,710

3 農 地 費 5,846,681 2,186,415 8,033,096
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補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

4 林 業 費 6,877,984 947,366 7,825,350

5 水 産 業 費 3,364,095 1,053,148 4,417,243

6 試 験 研 究 費 1,589,178 7,048 1,596,226

7 商 工 費 93,320,485 1,430,742 94,751,227

1 商 業 費 85,834,092 1,204,209 87,038,301

2 工 鉱 業 費 6,445,805 207,987 6,653,792

3 観 光 費 1,040,588 18,546 1,059,134

8 土 木 費 85,237,971 30,752,673 115,990,644

1 土 木 管 理 費 3,987,074 141,475 4,128,549

2 道 路 橋 り よ う 費 49,303,271 15,200,709 64,503,980

3 河 川 海 岸 費 16,433,244 12,951,199 29,384,443

4 港 湾 費 8,501,305 2,256,887 10,758,192

5 都 市 計 画 費 5,711,466 202,403 5,913,869

9 警 察 費 28,795,568 153,159 28,948,727

1 警 察 管 理 費 24,947,688 153,159 25,100,847

10 教 育 費 109,479,709 588,237 110,067,946

1 教 育 総 務 費 16,426,512 17,447 16,443,959

2 小 学 校 費 28,924,233 247,199 29,171,432

3 中 学 校 費 16,705,359 136,413 16,841,772

4 高 等 学 校 費 21,793,120 107,149 21,900,269

5 特 別 支 援 学 校 費 11,332,919 70,568 11,403,487

歳 出 合 計 621,664,652 38,729,415 660,394,067

6 社 会 教 育 費 2,604,279 7,113 2,611,392

7 保 健 体 育 費 1,695,483 2,348 1,697,831
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2 総 務 費

2 企 画 費

地 籍 調 査

6 農 林 水 産 業 費

3 農 地 費

県 営 畑 地 帯 総 合 整 備

県 営 中 山 間 総 合 整 備

県 営 た め 池 等 整 備

地 す べ り 防 止 対 策

た め 池 調 査

中 山 間 総 合 農 地 防 災

団 体 営 た め 池 等 整 備

4 林 業 費

紀 州 材 需 要 拡 大 対 策 支 援

低 コ ス ト 作 業 シ ス テ ム 整 備

森 林 環 境 保 全 整 備

間 伐 材 安 定 供 給

補 助 林 道

森 林 路 網 整 備 促 進

一 般 治 山

5 水 産 業 費

漁 港 施 設 整 備

漁 港 海 岸 整 備

7 商 工 費

1 商 業 費

和歌山県事業再構築チャレンジ補

助金○○○○○○○○○○○○○

2 工 鉱 業 費

も の づ く り 生 産 力 高 度 化

3 観 光 費

外国人観光客受入環境高度化

1,416,982

1,200,000

200,768

200,768

16,214

16,214

1,200,000

款 項

5,100

26,617

958,522

171,449

15,950

336,279

7,000

66,700

15,000

346,144

1,045,147

1,040,047

事　　　業　　　名 金　　　　額

  第２表  繰越明許費

30,749

524,781

524,781

524,781

3,850,681

1,847,012

40,879

241,057

1,062,662

37,924

407,124

千円
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8 土 木 費

1 土 木 管 理 費

盛 土 等 規 制 対 策

2 道 路 橋 り よ う 費

道 路 保 全

公 共 事 業 国 道 改 良

道 路 改 良

3 河 川 海 岸 費

河 川 整 備

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策

砂 防

災 害 緊 急 が け 崩 れ 対 策

海 岸 整 備 （ 海 岸 ）

4 港 湾 費

港 湾 施 設 整 備

海 岸 整 備 （ 港 湾 ）

空 港 整 備

5 都 市 計 画 費

公 共 街 路

公 園 整 備

合 計

172,710

453,500

101,000

352,500

31,474,519

1,083,932

2,184,600

3,080,800

4,933,700

12,328,068

7,474,668

1,737,700

2,768,060

20,400

327,240

2,596,407

1,339,765

10,199,100

25,682,075

105,000

105,000
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 第３表　債務負担行為の補正

　 　１　追　　　加

限 度 額

千円 

1  自 令和4年度

 至 令和5年度

2  自 令和4年度

 至 令和5年度

3  自 令和4年度

 至 令和10年度

4  自 令和4年度

 至 令和5年度

5  自 令和4年度

 至 令和5年度

6  自 令和4年度

 至 令和7年度

事 項 期 間

令和4年度衆議院議員補欠選挙臨
時啓発 (２年) 4,367

令和4年度衆議院議員補欠選挙執
行 (２年) 4,796

80,000

令和4年度行政事務用パソコン賃
貸借 (７年) 907,336

令和4年度復旧治山（有田川町下
湯川徳田谷地区） (２年)

216,519

令和4年度復旧治山（田辺市龍神
村小家才ノ谷地区） (２年) 100,000

令和4年度和歌川ポンプ場外施設
管理業務委託 (４年)
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　 　２　変　　　更

千円 千円

1

補 正 前 補 正 後
事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

1,100,000
令和4年度県道泉佐野 自 令和5年度 自 令和5年度
打田線道路改良 (２年) 750,000 (３年)

至 令和6年度 至 令和7年度
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第４表 地方債の補正

1 追 加

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

防災・減災・国土 18,692,700 (1)借 入 先 5.0以内 公的資金につい

強靱化緊急対策事 政府、銀行 ( ただし、利 ては、その融通条

業 又はその他 率見直し方式 件により、銀行そ

で借り入れる の他の場合にはそ

(2)借入時期 公的資金につ の債権者と協定す

令和 4 年度 いて利率の見 るものとする。

ただし、事業 直しを行った ただし、県財政

その他の都合 後においては､ の都合により、年

により起債額 当該見直し後 限変更、繰上償還

の全部又は一 の利率) 又は低利借換えす

部を後年度へ ることができる。

繰越して起債

することがで

きる。

(3)借入方法

普通貸借又

は債券発行

災害緊急がけ崩れ 2,800 同上 同上 同上

対策
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2 変 更

補 正 前

起 債 の 目 的

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

公 共 港 湾 事 業 3,196,000 (1)借 入 先 5.0以内 公的資金につい

政府、銀行 ( ただし、利 ては、その融通条

又はその他 率見直し方式 件により、銀行そ

で借り入れる の他の場合にはそ

(2)借入時期 公的資金につ の債権者と協定す

令和 4 年度 いて利率の見 るものとする。

ただし、事業 直しを行った ただし、県財政

その他の都合 後においては､ の都合により、年

により起債額 当該見直し後 限変更、繰上償還

の全部又は一 の利率） 又は低利借換えす

部を後年度へ ることができる。

繰越して起債

することがで

きる。

(3)借入方法

普通貸借又

は債券発行

公共農業農村事業 961,500 以下同上 以下同上 以下同上

公共水産基盤事業 879,800

公 共 道 路 事 業 21,002,700

防 災 対 策 事 業 315,100
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補 正 後

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

3,221,900 (1)借 入 先 5.0以内 公的資金については、

政府、銀行又 ( ただし、利 その融通条件により、銀

はその他 率見直し方式 行その他の場合にはその

で借り入れる 債権者と協定するものと

(2)借入時期 公的資金につ する。

令和 4 年度 いて利率の見 ただし、県財政の都合

ただし、事業そ 直しを行った により、年限変更、繰上

の他の都合によ 後においては､ 償還又は低利借換えする

り起債額の全部 当該見直し後 ことができる。

又は一部を後年 の利率)

度へ繰越して起

債することがで

きる。

(3)借入方法

普通貸借又は

債券発行

1,034,000 以下同上 以下同上 以下同上

1,000,500

21,227,300

329,200
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